【別添】
広告の写し等の提出要領

１　提出書類
　　下表に掲げる広告等の種類に応じ、必要書類を御提出ください。
	広告等の種類
	必要書類

	広告
	(1) テレビコマーシャル
	①　別添様式１
②　広告の内容（※）の分かる書面（任意様式）
※　絵コンテやカットのナレーション、台詞等

	
	(2) ラジオコマーシャル
	①　別添様式２
②　広告の内容（※）の分かる書面（任意様式）
※　ナレーションや台詞等

	
	(3) 新聞紙、雑誌その他の刊行物
（タウンページ等）への掲載
	①　別添様式３
②　現物の切り抜き又は写し
　　※　同じ内容（異なる大きさを含む）の広告を複数掲載した場合、
代表する現物（１点）
　　※　現物の写しを提出する場合、拡大・縮小しないでください。

	
	(4) 看板、立て看板、はり紙、はり札等
への表示
	①　現物又は原稿を縮小した写し
　　※　同じ内容（異なる大きさを含む）の広告を複数表示した場合、
代表する現物又は写し（１点）
　　※　看板等の表示については、原稿を縮小した写しを御提出ください。
　　※　原稿を縮小した写しを提出する場合、現物の大きさを余白等に
御記載ください。

	広告等の種類
	必要書類

	広告
	(5) 広告塔、広告板、建物その他の工作物
等への表示
	①　原稿を縮小した写し
　　※　同じ内容（異なる大きさを含む）の広告を複数表示した場合、
代表する写し（１点）
　　※　原稿を縮小した写しを提出する場合、現物の大きさを余白等に
御記載ください。

	
	(6) チラシ、カタログ、パンフレット、
リーフレット等の配布
	①　現物又は写し
　　※　写しを提出する場合、拡大・縮小しないでください。

	
	(7) インターネット上の表示
（バナー広告を含む）
	①　貸金業の業務に関する事項が表示されたページの写し
②　左記の表示が動画の場合、広告の内容（※）の分かる書面（任意様式）
※　絵コンテやカットのナレーション、台詞等

	勧誘
	(1) ダイレクトメール、チラシ、カタログ、
パンフレット、リーフレット等の送付
	①　現物又は写し

	
	(2) 電子メールの送信
	①　電子メールの内容を書面化したもの



※　既に報告した広告等と同じ内容を出稿した場合、上表に掲げる必要書類に代えて、「報告年月日」や「広告等の種類」等を記載した書面（任意様式）を御提出ください。
　　　　なお、上記の場合も別添様式１～３は改めて御提出ください。
※　広告及び勧誘で同じ内容のチラシ等を使用している場合、代表する現物又は写し（１点）を御提出ください。
　　　　なお、写しを提出する場合、拡大・縮小しないでください。
